
ご存知ですか！ 

 
◇ 対象となる設備は、太陽光発電設備、燃料電池設備、バイオマスエネルギー    
  利用設備などの特定設備です。 
 
◇ 太陽光発電設備は、自社の経費削減目的のほか、売電目的でのご利用も可能   
  です。 

 

 特徴は 

・計画検討 

・見積り 

・国への設備認定申請 

 

   ・金融機関へ 

   相談・申込 

 

   ・保証協会へ 

   相談・申込 

  ・保証決定 

  ・工事完了 

  ・貸付実行 

  ・代金支払 

※上記はモデルケースであり、手続きの進捗は個々の事案により異なることがあります。 

〈 太陽光発電設備のケース 〉 

手続（例） 

省エネルギー施設または非化石エネルギー施設の設置に必要とする資金について 

行う保証です。 

エネルギー対策保証とは 



《 保証概要 》 

 

事項 

内容 

対象者 次の①～②のいずれにも該当する中小企業者 

①千葉県内に本店または事業所を有する方 

②省エネルギー施設または非化石エネルギー施設の設置に係る具体的 

 な計画を有する方 

保証限度額 2億円以内（無担保保険利用の場合は8,000万円以内） 

保証期間 設備15年以内（据置12ヵ月を含む） 

保証料率 年0.98％（エネルギー対策保険を利用した場合） 

ただし、特別小口保険に係る保証は、年1.00％、 

無担保保険に係る保証は、年0.45％～1.90％の9区分 

連帯保証人 原則として代表者のみ 

資金使途 設備資金 返済方法 均等分割弁済 

融資利率 金融機関所定利率 担保 必要に応じ 

必要書類 通常の申込書類に加え以下の書類の提出が必要になります。 

①省・非化石エネルギー施設の設置に関する計画書 

②国による再生可能エネルギー発電設備の認定通知（写）※① 

②見積書、パンフレット、カタログなど 

③設備資金検討表、収支計算書など 

④全部事項証明書  ※② 

 
※①･･･再生可能エネルギーの固定価格買取制度における買取価格・買取期間の適用を受ける 

     場合の必要書類となります。 

※②･･･売電が目的の場合は、登記目的に「電気事業」などの追加が必要となります 

〈 お問い合わせ先 〉 
 

千葉県信用保証協会   本店 保証課 ℡０４３－２２１－８１１１ 

                支店 保証課 ℡０４７－３６５－６０１０ 

                 ホームページ  http://www.chiba-cgc.or.jp/ 

※エネルギー対策保証の対象となる設備の導入は、本制度以外の協会制度・県制度・市町村制度でも 
  取扱いが可能です。 
※エネルギー対策保証にかかる保険枠は、一般関係の特別小口保険・無担保保険、別枠のエネルギー 
 対策保険の順に成立します。 
 お客様の保証利用状況によって、ご利用いただける保険枠は異なりますので、詳しくはお問い合わせ 
  ください。 
※事前相談をお受けしていますので、ご活用ください。 
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